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「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」説明会の開催について（依頼） 

 

 

日頃より、本府の人権行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、本府では、部落差別事象の発生を防止し、府民の基本的人権の擁護に資するため、標記条例を制

定し、毎年10月を本条例の啓発推進月間としています。 

本条例は、府民の皆様に、部落差別につながる調査の依頼などをしないように求めるとともに、興信所・探

偵社業者及び土地調査等を行う者に、部落差別事象を引き起こすおそれのある調査、報告などをしないよう

に義務づけています。 

中でも「土地調査等」は、本来の営業活動に関連して行われるすべての事業活動に伴う土地の調査や報

告とされていることから特定の業種に限らず、すべての事業者の皆様が条例の規制の対象となります。 

本年も、本条例を皆様にご理解いただくための取組みとして、下記のとおり説明会を開催いたします。 

つきましては、貴団体（社）の皆様への説明会開催の周知について御協力いただきますとともに、是非御

参加くださいますようよろしくお願いいたします。 

なお、参加を希望される場合には、資料準備の都合上お手数ですが、１０月４日（水）までに、別紙のちらし

裏面の申込書にてファックス又は電子メールに必要事項をご記入のうえお申込みくださいますお願いいたし

ます。 

 

記 

 

１ 開催日時  平成２９年１０月１１日（水）及び１０月１３日（金） 

※両日とも同一の内容で、１０時３０分～１２時及び１４時～１５時３０分の２回開催します。

（両日で計４回） 

ご都合の良い日時を選んでお申込みください。 

 

２ 場   所   大阪府大手前庁舎 新別館南館８階大研修室 

 

３ 内   容  （１）最近の人権を取り巻く状況について 

（２）啓発ビデオ上映 

（３）「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の説明 

 

 

【問い合わせ・連絡先】  

府民文化部人権局人権擁護課 

人権・同和企画グループ 中島・板谷・阿部 

TEL：06(6210)9282   FAX：06(6210)9286 

メールアドレス： jinken@sbox.pref.osaka.lg.jp 

mailto:jinken@sbox.pref.osaka.lg.jp


 

 

 

 

 

○ 大阪府では、部落差別事象の発生を防止し、府民の基本的人権の擁護に資するため、「大阪府部落差別

事象に係る調査等の規制等に関する条例」を制定しています。 

○ 本条例では、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者に、部落差別事象を引き起こすおそれのある調

査、報告などをしないように義務づけています。 

○ 中でも「土地調査等」は、本来の営業活動に関連して行われるすべての事業活動に伴う土地の調査や報告

としていることから、特定の業種に限らず、すべての事業者の皆様が条例の規制の対象となります。 

○ 大阪府では、10 月を「条例啓発推進月間」としています。是非、この機会に説明会に参加いただき、条例へ

の理解を深めていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

１ 最近の人権を取り巻く状況について 

２ 啓発ビデオ上映「調べられた土地、避けられた地域」～土地差別の根絶に向けて～ 

３ 大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例について 

平成29年度「大阪府部落差別事象に係る調査等の 

   規制等に関する条例」説明会  

 

＜新別館南館へのアクセス＞ 

大阪市営地下鉄谷町線・中央線 

谷町四丁目駅 

1A 出口すぐ 

1Ｂ出口から約 100m  

 

◆日 時：１０月１１日（水）、１０月１３日（金） 

両日とも 10：30～12：00、14：00～15：30 の２回開催 

※両日とも同一の内容ですので、ご都合の良い日時を選んでお申込みください。 

◆場 所： 大阪府庁 新別館南館８階 大研修室（大阪市中央区大手前 3-1-43） 

＜お問合せ先＞   大阪府府民文化部人権局人権擁護課人権・同和企画グループ 

TEL：06(6210)9282   FAX：06(6210)9286 

大阪府広報担当副知事もずやん 



FAX 送付用申込欄 

 

 

 

 

平成２９年１０月４日（水）までにファックス又は電子メールでお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府人権局人権擁護課 人権・同和企画グループあて 

 

 

 

企業（団体）名  

所属・職名  

ご氏名  

ご連絡先 ℡               E メール 

参加回番号 第１回目・第２回目・第３回目・第４回目 （該当する参加回に○をお願いします） 

 

二名以上で一括して申込みされる場合は、代表者以外の方は、下記参加予定者名簿に記入 

してください。 

 

参加回番号    開催日時 ※いずれも内容は同一です。 

第１回目  １０月１１日（水） 10 時 30 分～12 時 00 分   

第２回目  １０月１１日（水） 14 時 00 分～15 時 30 分 

第３回目  １０月１３日（金） 10 時 30 分～12 時 00 分 

第４回目  １０月１３日（金） 14 時 00 分～15 時 30 分 

 

 〔参加予定者名簿〕 

企業（団体）名 所属・職名 ご氏名 

   

   

   

   

   

 

 ＊ 会場の都合で日程の変更をお願いする場合があります。 

 

平成２９年度大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例説明会 

 ～ 参加申込み方法 ～ 

○ファックスの場合：下のＦＡＸ送付用申込欄に①企業（団体）名、②所属・職名、         

③ご氏名、④ご連絡先、⑤参加回番号をご記入の上、下記のＦＡＸ番号

まで送信してください。 

○電子メールの場合  ：①企業（団体）名、②所属・職名、③ご氏名、④ご連絡先、⑤参加回番

号、また、２名以上で一括して申込みされる場合は、参加予定者全員の

①から⑤を明記して、下記アドレスまで送信してください。 

メールアドレス jinken@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

 

FAX 番号 （０６）６２１０－９２８６ 

 


